
大 垣 市 生 活 困 窮 者 住 居 確 保 給 付 金 事 業 実 施 要 綱  

( 趣 旨 )  

第 1 条  こ の 要 綱 は 、 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 法 ( 平 成 2 5 年 法 律 第 1 0 5 号 。

以 下 ｢ 法 ｣ と い う 。 ) 第 3 条 第 3 項 に 規 定 す る 生 活 困 窮 者 住 居 確 保 給 付

金 の う ち 、 経 済 的 に 困 窮 し 住 居 を 喪 失 し た 者 ( 以 下 ｢ 住 居 喪 失 者 ｣ と

い う 。 ) 又 は 住 居 を 喪 失 す る お そ れ の あ る 者 ( 以 下 ｢ 住 居 喪 失 の お そ

れ の あ る 者 ｣ と い う 。 ) に 対 す る 家 賃 相 当 分 の 住 居 確 保 給 付 金 の 支 給

（ 以 下 ｢ 家 賃 補 助 ｣ と い う 。 ） 及 び 転 居 費 用 相 当 分 の 住 居 確 保 給 付 金

の 支 給 ( 以 下 ｢ 転 居 費 用 補 助 ｣ と い う 。 ) に 関 し 、 法 、 生 活 困 窮 者 自 立

支 援 法 施 行 令 ( 平 成 2 7 年 政 令 第 4 0 号 ) 、 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 法 施 行 規

則 ( 平 成 2 7 年 厚 生 労 働 省 令 第 1 6 号 。 以 下 ｢ 規 則 ｣ と い う 。 ) 及 び 厚 生

労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 通 知 ( 令 和 7 年 4 月 1 日 付 け 社 援 発 0 4 0 1 第 1 3 号 。

以 下 ｢ 厚 労 省 通 知 ｣ と い う 。 ) に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。  

( 実 施 主 体 )  

第 2 条  こ の 事 業 の 実 施 主 体 は 、 大 垣 市 と す る 。 た だ し 、 こ の 事 業 に

関 す る 申 請 の 相 談 及 び 受 付 並 び に 面 接 等 に 係 る 業 務 は 、 大 垣 市 生 活

困 窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業 実 施 要 綱 ( 令 和 7 年 4 月 1 日 制 定 。 以 下 ｢ 実 施

要 綱 ｣ と い う 。 ) 第 3 条 の 規 定 に よ り 、 市 長 が 法 第 5 条 に 規 定 す る 生 活

困 窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業 の 全 部 又 は 一 部 を 委 託 し た 法 人 ( 以 下 ｢ 自 立

相 談 支 援 機 関 ｣ と い う 。 ) に お い て 行 う も の と す る 。  

( 支 給 対 象 者 )  

第 3 条  こ の 事 業 に お け る 給 付 金 の 支 給 対 象 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 の

区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 者 と す る 。  

⑴  家 賃 補 助  現 に 市 内 に 住 居 を 賃 借 し て 居 住 し 、 又 は 新 た に 市 内

で 住 居 を 賃 借 し て 居 住 し よ う と す る 者 で あ っ て 、 規 則 第 1 0 条 に 規

定 す る も の  

⑵  転 居 費 用 補 助  次 の ア 又 は イ に 該 当 す る 者 で あ っ て 、 規 則 第 1 0

条 に 規 定 す る も の  

ア  住 居 喪 失 者 で あ っ て 、 当 該 住 居 を 喪 失 す る 直 前 の 居 住 地 が 市

内 で あ る も の ( 直 前 の 居 住 地 が 明 ら か で な い 、 又 は 遠 方 で あ る そ

の 他 特 別 の 事 情 に よ り 当 該 直 前 の 居 住 地 の 自 立 支 援 相 談 機 関 に

申 請 す る こ と が 困 難 で あ る と 市 長 が 認 め る 者 を 含 む 。 )  

イ  現 に 市 内 に 居 住 す る 住 居 が 喪 失 す る お そ れ の あ る 者  

( 支 給 額 )  



第 4 条  こ の 事 業 に お け る 給 付 金 の 支 給 額 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 の 区 分

に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

⑴  家 賃 補 助  規 則 第 1 1 条 第 1 項 第 1 号 及 び 同 条 第 2 項 に 定 め る 額  

⑵  転 居 費 用 補 助  規 則 第 1 1 条 第 1 項 第 2 号 に 定 め る 額  

( 家 賃 補 助 の 支 給 期 間 )  

第 5 条  家 賃 補 助 の 支 給 期 間 は 、 3 月 と す る 。 た だ し 、 規 則 第 1 2 条 第 2

項 の 規 定 に 基 づ く 支 給 の 申 請 が あ っ た と き は 、 支 給 期 間 を 2 回 ま で

延 長 す る こ と が で き る 。  

2  前 項 の 支 給 期 間 は 、 次 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 月

か ら 開 始 す る 。  

⑴  新 た に 住 宅 を 賃 借 し よ う と す る 者  入 居 契 約 に 際 し 、 初 期 費 用

と し て 家 賃 の 支 払 を 要 す る 月 の 翌 月  

⑵  住 居 喪 失 の お そ れ の あ る 者  申 請 日 の 属 す る 月  

( 申 請 等 様 式 )  

第 6 条  住 居 確 保 給 付 金 の 支 給 に 係 る 申 請 書 等 の 様 式 は 、 厚 労 省 通 知

に 定 め る 様 式 1 - 1 か ら 様 式 1 0 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定

め る も の と す る 。  

(1)  様 式 1 - 1  生 活 困 窮 者 住 居 確 保 給 付 金 支 給 申 請 書 ( 第 1 号 様 式 )  

(2)  様 式 1 - 2  生 活 困 窮 者 住 居 確 保 給 付 金 支 給 申 請 書 ( 第 2 号 様 式 )  

(3)  様 式 1 - 3   生 活 困 窮 者 住 居 確 保 給 付 金 申 請 時 確 認 書 ( 第 3 号 様 式 )  

(4) 様 式 1 - 4  住 居 確 保 給 付 金 支 給 申 請 書 ( 期 間 ( 再 ) 延 長 ) ( 第 4 号 様

式 )  

(5)  様 式 1 - 5  生 活 困 窮 者 住 居 確 保 給 付 金 申 請 時 確 認 書 ( 第 5 号 様 式 )  

(6)  様 式 1 - 6  住 居 確 保 給 付 金 変 更 支 給 申 請 書 ( 第 6 号 様 式 )  

(7)  様 式 1 - 7  住 居 確 保 給 付 金 変 更 支 給 申 請 書 ( 第 7 号 様 式 )  

(8)  様 式 2 - 1  入 居 予 定 住 宅 に 関 す る 状 況 通 知 書 ( 第 8 号 様 式 )  

(9)  様 式 2 - 2  入 居 予 定 住 宅 に 関 す る 状 況 通 知 書 ( 第 9 号 様 式 )  

(10)  様 式 2 - 3  入 居 住 宅 に 関 す る 状 況 通 知 書 ( 第 1 0 号 様 式 )  

(11)  様 式 3 - 1  住 居 確 保 給 付 金 支 給 対 象 者 証 明 書 ( 第 1 1 号 様 式 )  

(12)  様 式 3 - 2  住 居 確 保 給 付 金 支 給 対 象 者 申 請 書 ( 第 1 2 号 様 式 )  

(13)  様 式 4  住 居 確 保 給 付 金 不 支 給 決 定 通 知 書 ( 第 1 3 号 様 式 )  

(14)  様 式 5  住 居 確 保 報 告 書 ( 第 1 4 号 様 式 )  

(15)  様 式 6  常 用 就 職 届 ( 第 1 5 号 様 式 )  

(16)  様 式 7 - 1  住 居 確 保 給 付 金 支 給 決 定 通 知 書 ( 第 1 6 号 様 式 )  

(17)  様 式 7 - 2  住 居 確 保 給 付 金 支 給 決 定 通 知 書 ( 第 1 7 号 様 式 )  
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(18)  様 式 7 - 3  住 居 確 保 給 付 金 支 給 決 定 通 知 書 ( 期 間 延 長 ・ 再 延  

長 ) ( 第 1 8 号 様 式 )  

(19) 様 式 7 - 4  住 居 確 保 給 付 金 変 更 支 給 決 定 通 知 書 ( 第 1 9 号 様 式 )  

(20) 様 式 7 - 5  住 居 確 保 給 付 金 変 更 支 給 決 定 通 知 書 ( 第 2 0 号 様 式 )  

(21) 様 式 8  住 居 確 保 給 付 金 支 給 中 止 通 知 書 ( 第 2 1 号 様 式 )  

(22) 様 式 9 - 1  住 居 確 保 給 付 金 支 給 中 断 届 ( 第 2 2 号 様 式 )  

(23) 様 式 9 - 2  住 居 確 保 給 付 金 中 断 通 知 書 ( 第 2 3 号 様 式 )  

(24) 様 式 9 - 3  住 居 確 保 給 付 金 支 給 再 開 届 ( 第 2 4 号 様 式 )  

(25) 様 式 9 - 4  住 居 確 保 給 付 金 支 給 再 開 通 知 書 ( 第 2 5 号 様 式 )  

(26) 様 式 1 0  住 居 確 保 給 付 金 要 転 居 証 明 書 ( 第 2 6 号 様 式 )  

( 申 請 手 続 )  

第 7 条  給 付 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 は 、 規 則 第 1 3 条 に 規 定 す る

方 法 に よ り 、 前 条 各 号 に 掲 げ る 様 式 に 相 当 す る 様 式 及 び 添 付 書 類

( 次 条 に お い て ｢ 提 出 書 類 ｣ と い う 。 ) を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

( 支 給 決 定 等 )  

第 8 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 給 付 金 支 給 の 申 請 が あ っ た と き は 、

提 出 書 類 の 内 容 を 審 査 し 、 支 給 の 可 否 を 決 定 す る も の と す る 。  

2  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 支 給 の 可 否 を 決 定 し た と き は 、 厚 労 省

通 知 の 規 定 に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

( プ ラ ン の 策 定 等 )  

第 9 条  市 長 は 、 住 居 確 保 給 付 金 の 支 給 を 要 す る と 判 断 さ れ る 者 又 は

支 給 対 象 者 の 要 件 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 に つ い て は 、 実 施 要 綱

に 定 め る 自 立 相 談 支 援 事 業 を 利 用 さ せ 、 ア セ ス メ ン ト 、 支 援 プ ラ ン

の 作 成 そ の 他 の 当 該 要 綱 に 定 め る 支 援 を 行 う も の と す る 。  

2  前 項 の 規 定 に よ り 行 う 支 援 の 期 間 は 、 3 月 と す る 。  

 ( 受 給 者 の 責 務 )  

第 1 0 条  受 給 者 は 、 通 知 に 定 め る 求 職 活 動 等 を 行 う ほ か 、 必 要 に 応 じ

自 立 相 談 支 援 機 関 の 支 援 員 に よ る 訪 問 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 ( 返 還 の 命 令 )  

第 1 1 条  市 長 は 、 法 第 1 8 条 に 基 づ き 、 受 給 者 が 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段

に よ り 住 居 確 保 給 付 金 の 支 給 を 受 け た と き は 、 支 給 決 定 を 取 り 消 し 、

当 該 受 給 者 に 対 し 当 該 住 居 確 保 給 付 金 の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 を 命 ず

る も の と す る 。  

( 関 係 機 関 と の 連 携 等 )  



第 1 2 条  市 長 は 、 支 給 対 象 者 の 生 活 状 況 等 に つ い て 、 本 人 の 同 意 を 得

た 上 で 公 共 職 業 安 定 所 、 社 会 福 祉 協 議 会 、 居 住 支 援 協 議 会 、 居 住 支

援 法 人 そ の 他 の 関 係 機 関 と 情 報 を 共 有 す る 等 の 連 携 を 密 に 行 う と と

も に 、 不 動 産 仲 介 業 者 等 の 理 解 と 協 力 を 得 て 、 本 事 業 を 円 滑 に 実 施

す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

( そ の 他 )  

第 1 3 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し て 必 要

な 事 項 は 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附 則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 7 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  


